
○
内
閣
府
令
第
六
十
三
号

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
一
部
及
び
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等

取
締
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
六
年
政
令
第
二
百
四
十
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等

取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
第
三
条
第
一
項
第
四
号
の
二
、
第
三
条
の
十
三
第
二
号
、
第
四
条
の
二
第
三
項
（
同

法
第
五
条
の
四
第
三
項
、
第
六
条
第
三
項
、
第
七
条
の
三
第
三
項
、
第
九
条
の
五
第
四
項
、
第
九
条
の
十
第
三
項
及
び
第
九
条

の
十
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

及
び
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施

。
）

、

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
六
月
二
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
総
理
府
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た



規
定

以
下

対
象
規
定

と
い
う

は

そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の

（

「

」

。
）

、

よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移

動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

（
危
害
予
防
上
必
要
な
措
置
が
執
ら
れ
て
い
る
場
所
）

第
三
条
の
四

法
第
三
条
第
一
項
第
四
号
の
二
の
危
害
予
防
上
必
要
な
措
置
が

［
条
を
加
え
る
。
］

執
ら
れ
て
い
る
場
所
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。

一

別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
措

置
の
い
ず
れ
も
が
執
ら
れ
て
い
る
場
所

二

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
所
持
に
係
る
ク

ロ
ス
ボ
ウ
を
用
い
て
射
撃
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
射
撃
の
用
に
供
さ

れ
る
場
所
（
ニ
に
該
当
す
る
者
が
射
撃
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の

場
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
危
害
予
防
上
必
要

と
認
め
て
定
め
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）

イ

法
令
に
基
づ
き
職
務
の
た
め
ク
ロ
ス
ボ
ウ
を
所
持
す
る
者

ロ

試
験
又
は
研
究
の
た
め
ク
ロ
ス
ボ
ウ
を
所
持
す
る
国
又
は
地
方
公
共

団
体
の
職
員

ハ

法
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
所
持
の
許

可
を
受
け
た
者

ニ

法
第
三
条
第
一
項
第
十
三
号
の
ク
ロ
ス
ボ
ウ
製
造
事
業
者
で
あ
つ
て

、
そ
の
製
造
（
改
造
及
び
修
理
を
含
む
。
第
八
条
第
四
号
及
び
第
五
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
ク
ロ
ス
ボ
ウ
（
ク
ロ
ス
ボ
ウ
製
造
事
業
者

が
修
理
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
第
十
四
号
の
ク
ロ
ス
ボ
ウ
販

売
事
業
者
又
は
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
所
持
す
る
者



か
ら
修
理
を
委
託
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
業
務
の
た
め
所
持
す
る

も
の
（
当
該
所
持
に
つ
い
て
は
、
法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同

条
第
一
項
第
十
三
号
に
定
め
る
場
合
に
含
ま
れ
る
所
持
を
含
む
。
）

（
発
射
の
禁
止
に
係
る
規
定
の
適
用
が
な
い
射
撃
場
）

（
発
射
の
禁
止
に
係
る
規
定
の
適
用
が
な
い
射
撃
場
）

第
八
条

法
第
三
条
の
十
三
第
二
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各

第
八
条

法
第
三
条
の
十
三
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
射
撃
場
は
、
次
に
掲
げ
る

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
所
持
に
係
る
銃
砲
を

と
お
り
と
す
る
。

用
い
て
射
撃
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
射
撃
の
用
に
供
さ
れ
る
施
設
（
第

一

法
第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
射
撃
場
と
し
て
指
定
さ
れ

五
号
に
該
当
す
る
者
が
射
撃
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
施
設
の
所
在

た
射
撃
場
（
拳
銃
を
用
い
て
射
撃
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）

地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
危
害
予
防
上
必
要
と
認
め
て
定
め

二

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
所
持
に
係
る
拳

る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

銃
等
（
法
第
三
条
の
四
の
拳
銃
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ

一

法
令
に
基
づ
き
職
務
の
た
め
銃
砲
を
所
持
す
る
者

。
）
を
用
い
て
行
う
射
撃
の
用
に
供
さ
れ
る
施
設

二

試
験
又
は
研
究
の
た
め
銃
砲
を
所
持
す
る
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
職

イ

法
令
に
基
づ
き
職
務
の
た
め
拳
銃
等
を
所
持
す
る
者

員

ロ

試
験
又
は
研
究
の
た
め
拳
銃
等
を
所
持
す
る
国
又
は
地
方
公
共
団
体

三

法
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
銃
砲
の
所
持
の
許
可
を
受
け

の
職
員

た
者

ハ

法
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
拳
銃
等
の
所
持
の
許
可
を

四

武
器
等
製
造
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
の
武
器
製
造

受
け
た
者

事
業
者
若
し
く
は
猟
銃
等
製
造
事
業
者
又
は
同
法
第
四
条
た
だ
し
書
若
し

ニ

武
器
等
製
造
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
の
武
器
製

く
は
第
十
八
条
た
だ
し
書
の
許
可
を
受
け
た
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
製
造
に

造
事
業
者
又
は
同
法
第
四
条
た
だ
し
書
の
許
可
を
受
け
た
者
で
あ
つ
て

係
る
銃
砲
（
猟
銃
等
製
造
事
業
者
が
修
理
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同

、
そ
の
製
造
（
改
造
及
び
修
理
を
含
む
。
）
に
係
る
拳
銃
等
を
業
務
の

法
の
猟
銃
等
販
売
事
業
者
、
教
習
射
撃
場
若
し
く
は
練
習
射
撃
場
を
設
置

た
め
所
持
す
る
も
の
（
当
該
所
持
に
つ
い
て
は
、
法
第
三
条
第
三
項
の

し
、
若
し
く
は
管
理
す
る
者
又
は
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け

規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
第
七
号
に
定
め
る
場
合
に
含
ま
れ
る
所
持
を

て
所
持
す
る
者
か
ら
修
理
を
委
託
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
業
務
の
た

含
む
。
）

め
所
持
す
る
も
の
（
当
該
所
持
に
つ
い
て
は
、
法
第
三
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
同
条
第
一
項
第
七
号
に
定
め
る
場
合
に
含
ま
れ
る
所
持
を
含
む
。



）
五

法
第
三
条
第
一
項
第
十
一
号
の
捕
鯨
用
標
識
銃
等
製
造
事
業
者
で
あ
つ

て
、
そ
の
製
造
に
係
る
銃
砲
（
捕
鯨
用
標
識
銃
等
製
造
事
業
者
が
修
理
を

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
第
十
二
号
の
捕
鯨
用
標
識
銃
等
販
売
事
業

者
又
は
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
所
持
す
る
者
か
ら
修
理

を
委
託
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
業
務
の
た
め
所
持
す
る
も
の
（
当
該

所
持
に
つ
い
て
は
、
法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
第
十

一
号
に
定
め
る
場
合
に
含
ま
れ
る
所
持
を
含
む
。
）

（
申
請
書
の
添
付
書
類
）

（
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
十
一
条

法
第
四
条
の
二
第
三
項
（
法
第
五
条
の
四
第
三
項
、
第
六
条
第
三

第
十
一
条

［
同
上
］

項
、
第
七
条
の
三
第
三
項
、
第
九
条
の
五
第
四
項
、
第
九
条
の
十
第
三
項
及

び
第
九
条
の
十
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る

。［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

三

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

、
法
第
五
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
技
能
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る

、
法
第
五
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
技
能
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
、
法
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
更
新
を
受
け
よ
う
と

者
、
法
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
更
新
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
、
法
第
九
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
射
撃
教
習
を
受
け
る
資

す
る
者
、
法
第
九
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
射
撃
教
習
を
受
け
る
資

格
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
、
法
第
九
条
の
十
第
二
項
の
規
定
に
よ

格
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
、
法
第
九
条
の
十
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
射
撃
練
習
を
行
う
資
格
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
法
第
九
条

り
射
撃
練
習
を
行
う
資
格
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
法
第
九
条

の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
ク
ロ
ス
ボ
ウ
射
撃
資
格
の
認
定
を
受
け
よ

の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
ク
ロ
ス
ボ
ウ
射
撃
資
格
の
認
定
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
二
に
規
定
す
る
書
類

う
と
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
一
に
規
定
す
る
書
類

四

前
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
狩
猟
又
は
有
害
鳥
獣
駆
除
の
用
途
に
供
す

四

前
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
狩
猟
又
は
有
害
鳥
獣
駆
除
の
用
途
に
供
す



る
た
め
ラ
イ
フ
ル
銃
を
所
持
し
よ
う
と
す
る
者
（
継
続
し
て
十
年
以
上
法

る
た
め
ラ
イ
フ
ル
銃
を
所
持
し
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
法
第
五
条

第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
て
い

の
二
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
（
継
続
し
て
十
年
以
上
法
第
四
条
第
一

る
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
法
第
五
条
の
二
第
四
項
第
一
号
イ
又
は

項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
の
所
持
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
を
除
く

ロ
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
書
類

。
）
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
書
類

［
五
～
八

略
］

［
五
～
八

同
上
］

九

法
第
四
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
令
第
五
条
第
一

九

法
第
四
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
令
第
二
条
第
一

号
に
規
定
す
る
関
係
行
政
機
関
若
し
く
は
そ
の
地
方
支
分
部
局
の
長
の
証

号
に
規
定
す
る
関
係
行
政
機
関
若
し
く
は
そ
の
地
方
支
分
部
局
の
長
の
証

明
書
又
は
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
文
化
庁
長
官
の
証
明
書
及
び
別
記
様

明
書
又
は
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
文
化
庁
長
官
の
証
明
書
及
び
別
記
様

式
第
十
四
号
の
試
験
又
は
研
究
の
実
施
概
要
書

式
第
十
四
号
の
試
験
又
は
研
究
の
実
施
概
要
書

［
十
～
十
七

略
］

［
十
～
十
七

同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

（
推
薦
等
）

（
推
薦
等
）

第
十
二
条

令
第
六
条
第
二
項
、
第
七
条
第
二
項
、
第
十
条
第
二
項
、
第
十
四

第
十
二
条

令
第
三
条
第
二
項
、
第
四
条
第
二
項
、
第
七
条
第
二
項
、
第
十
一

条
第
二
項
、
第
十
六
条
第
二
項
、
第
十
八
条
第
二
項
、
第
十
九
条
第
二
項
又

条
第
二
項
、
第
十
三
条
第
二
項
、
第
十
五
条
第
二
項
、
第
十
六
条
第
二
項
又

は
第
三
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
推
薦
者

は
第
二
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
推
薦
者

」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
四
条
第
一
項
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
、
第
五
条

」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
四
条
第
一
項
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
、
第
五
条

第
一
項
第
一
号
、
第
五
条
の
二
第
二
項
第
一
号
、
第
三
項
第
一
号
、
第
四
項

第
一
項
第
一
号
、
第
五
条
の
二
第
二
項
第
一
号
、
第
三
項
第
一
号
、
第
四
項

第
二
号
若
し
く
は
第
六
項
又
は
第
九
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
推
薦

第
二
号
若
し
く
は
第
六
項
又
は
第
九
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
推
薦

を
行
う
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
別
記
様
式
第
十
五
号
の
推
薦
書
を
そ
の

を
行
う
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
別
記
様
式
第
十
五
号
の
推
薦
書
を
そ
の

被
推
薦
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
四
条
第

被
推
薦
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
四
条
第

一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
推
薦
に
つ
い
て
は
、
そ
の
推
薦
書
の
写
し
を
国

一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
推
薦
に
つ
い
て
は
、
そ
の
推
薦
書
の
写
し
を
国

家
公
安
委
員
会
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

家
公
安
委
員
会
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
構
造
又
は
機
能
の
基
準
）

（
猟
銃
又
は
空
気
銃
の
構
造
又
は
機
能
の
基
準
）



第
十
九
条

令
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
十
四
条
第
一
項
第
三
号
の

第
十
九
条

令
第
九
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
内

内
閣
府
令
で
定
め
る
実
包
又
は
金
属
性
弾
丸
の
数
は
、
六
発
（
ラ
イ
フ
ル
銃

閣
府
令
で
定
め
る
実
包
又
は
金
属
性
弾
丸
の
数
は
、
六
発
（
ラ
イ
フ
ル
銃
以

以
外
の
猟
銃
に
あ
つ
て
は
、
三
発
）
と
す
る
。

外
の
猟
銃
に
あ
つ
て
は
、
三
発
）
と
す
る
。

２

令
第
十
二
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
三
十
四
条
第
一
項
第
四
号
の
内
閣
府

２

令
第
九
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
二
十
七
条
第
一
項
第
四
号
の
内
閣
府
令

令
で
定
め
る
口
径
の
長
さ
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
専

で
定
め
る
口
径
の
長
さ
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
専
ら

ら
と
ど
、
熊
そ
の
他
大
き
さ
が
こ
れ
ら
に
類
す
る
獣
類
の
捕
獲
又
は
殺
傷
の

と
ど
、
熊
そ
の
他
大
き
さ
が
こ
れ
ら
に
類
す
る
獣
類
の
捕
獲
（
殺
傷
を
含
む

用
途
に
供
す
る
猟
銃
の
口
径
の
長
さ
は
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る

。
）
の
用
途
に
供
す
る
猟
銃
の
口
径
の
長
さ
は
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で

。

定
め
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

３

令
第
十
二
条
第
二
項
第
四
号
及
び
第
三
十
四
条
第
一
項
第
五
号
の
内
閣
府

３

令
第
九
条
第
二
項
第
四
号
及
び
第
二
十
七
条
第
一
項
第
五
号
の
内
閣
府
令

令
で
定
め
る
銃
身
長
及
び
銃
の
全
長
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

で
定
め
る
銃
身
長
及
び
銃
の
全
長
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

猟
銃

一

［
同
上
］

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

銃
の
全
長
（
銃
身
又
は
銃
床
が
折
畳
み
式
、
伸
縮
式
又
は
着
脱
式
の

ロ

銃
の
全
長
（
銃
身
又
は
銃
床
が
折
り
た
た
み
式
、
伸
縮
式
又
は
着
脱

銃
に
あ
つ
て
は
、
折
畳
み
、
伸
縮
又
は
着
脱
に
よ
り
最
も
短
く
し
た
状

式
の
銃
に
あ
つ
て
は
、
折
り
た
た
み
、
伸
縮
又
は
着
脱
に
よ
り
最
も
短

態
に
お
け
る
銃
の
全
長
と
す
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

九
十
三

く
し
た
状
態
に
お
け
る
銃
の
全
長
と
す
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

・
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
専
ら
標
的
射
撃
の
用
途
に
供
す
る
ラ
イ
フ
ル

九
十
三
・
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
専
ら
標
的
射
撃
の
用
途
に
供
す
る

銃
に
あ
つ
て
は
、
八
十
三
・
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）

ラ
イ
フ
ル
銃
に
あ
つ
て
は
、
八
十
三
・
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）

二

［
略
］

二

［
同
上
］

４

令
第
十
二
条
第
二
項
第
五
号
及
び
第
三
十
四
条
第
一
項
第
六
号
の
内
閣
府

４

令
第
九
条
第
二
項
第
五
号
及
び
第
二
十
七
条
第
一
項
第
六
号
の
内
閣
府
令

令
で
定
め
る
消
音
装
置
は
、
専
ら
発
射
音
を
減
殺
す
る
た
め
の
装
置
と
す
る

で
定
め
る
消
音
装
置
は
、
専
ら
発
射
音
を
減
殺
す
る
た
め
の
装
置
と
す
る
。

。（
技
能
検
定
通
知
書
）

（
技
能
検
定
通
知
書
）

第
二
十
三
条

令
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
技
能
検
定
に
つ
い
て
必

第
二
十
三
条

令
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
技
能
検
定
に
つ
い
て
必
要



要
な
事
項
を
通
知
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
別
記
様
式
第
二
十
三
号
の
技
能

な
事
項
を
通
知
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
別
記
様
式
第
二
十
三
号
の
技
能
検

検
定
通
知
書
を
交
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

定
通
知
書
を
交
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
技
能
講
習
通
知
書
）

（
技
能
講
習
通
知
書
）

第
二
十
七
条

令
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
技
能
講
習
に
つ
い
て
の

第
二
十
七
条

令
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
技
能
講
習
に
つ
い
て
の

必
要
な
事
項
の
通
知
は
、
別
記
様
式
第
二
十
六
号
の
技
能
講
習
通
知
書
を
交

必
要
な
事
項
の
通
知
は
、
別
記
様
式
第
二
十
六
号
の
技
能
講
習
通
知
書
を
交

付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
許
可
の
期
間
の
延
長
）

（
許
可
の
期
間
の
延
長
）

第
三
十
条

令
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
期
間
の
延
長
を
受

第
三
十
条

令
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
期
間
の
延
長
を
受

け
よ
う
と
す
る
外
国
人
は
、
別
記
様
式
第
二
十
八
号
の
許
可
期
間
延
長
申
請

け
よ
う
と
す
る
外
国
人
は
、
別
記
様
式
第
二
十
八
号
の
許
可
期
間
延
長
申
請

書
を
現
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る

書
を
現
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る

。

。（
危
害
予
防
上
必
要
な
措
置
が
執
ら
れ
て
い
る
場
所
）

［
条
を
削
る
。
］

第
八
十
二
条
の
四

法
第
十
条
第
二
項
第
二
号
の
二
の
危
害
予
防
上
必
要
な
措

置
が
執
ら
れ
て
い
る
場
所
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
別
表
第
二

の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
措
置
の
い
ず
れ
も

が
執
ら
れ
て
い
る
場
所
と
す
る
。

（
保
管
の
委
託
を
要
し
な
い
こ
と
と
な
る
空
気
銃
の
数
）

（
保
管
の
委
託
を
要
し
な
い
こ
と
と
な
る
空
気
銃
の
数
）

第
八
十
四
条

令
第
三
十
九
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
空
気

第
八
十
四
条

令
第
三
十
三
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
空
気

銃
の
数
は
、
二
丁
と
す
る
。

銃
の
数
は
、
二
丁
と
す
る
。

（
消
音
器
）

（
消
音
器
）

第
八
十
九
条

令
第
四
十
条
第
一
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
消
音
器
は
、
銃
砲

第
八
十
九
条

令
第
三
十
四
条
第
一
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
消
音
器
は
、
銃

の
発
射
音
を
減
殺
す
る
た
め
に
製
作
さ
れ
た
器
具
で
、
消
音
効
果
の
あ
る
も

砲
の
発
射
音
を
減
殺
す
る
た
め
に
製
作
さ
れ
た
器
具
で
、
消
音
効
果
の
あ
る

の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。



別
表
第
一
（
第
三
条
の
四
関
係
）

［
表
を
加
え
る
。
］

区

分

措

置

ク
ロ
ス
ボ
ウ
射
撃
指
導

一

別
図
に
示
す
範
囲
の
危
険
区
域
（
当

員
の
指
導
の
下
に
ク
ロ
ス

該
危
険
区
域
内
に
、
都
道
府
県
公
安
委

ボ
ウ
で
射
撃
を
す
る
場
合

員
会
が
当
該
ク
ロ
ス
ボ
ウ
射
撃
指
導
員

（
ク
ロ
ス
ボ
ウ
射
撃
指
導

の
指
導
の
内
容
を
勘
案
し
て
発
射
さ
れ

員
が
い
な
い
場
合
で
あ
つ

た
矢
に
よ
る
危
害
を
防
止
す
る
上
で
有

て
、
当
該
ク
ロ
ス
ボ
ウ
射

効
で
あ
る
と
認
め
る
措
置
が
執
ら
れ
て

撃
指
導
員
の
指
導
を
受
け

お
り
、
こ
れ
に
よ
り
矢
の
到
達
す
る
区

た
者
が
、
当
該
指
導
の
内

域
が
縮
減
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

容
に
従
つ
て
、
当
該
指
導

当
該
危
険
区
域
の
う
ち
、
当
該
縮
減
さ

を
受
け
た
場
所
と
同
一
の

れ
る
区
域
を
除
い
た
区
域
。
次
号
及
び

場
所
で
、
当
該
ク
ロ
ス
ボ

第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い

ウ
射
撃
指
導
員
の
承
諾
を

て
、
正
当
な
権
原
に
基
づ
い
て
関
係
者

得
て
射
撃
を
す
る
と
き
を

以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
が
禁
止
さ

含
む
。
）
又
は
ク
ロ
ス
ボ

れ
て
い
る
こ
と
。

ウ
射
撃
指
導
員
が
自
ら
ク

二

危
険
区
域
の
周
囲
に
貼
り
紙
等
を
用

ロ
ス
ボ
ウ
で
射
撃
を
す
る

い
て
当
該
危
険
区
域
に
立
ち
入
つ
て
は

場
合

な
ら
な
い
旨
の
表
示
が
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

三

危
険
区
域
の
う
ち
発
射
さ
れ
た
矢
が

頻
繁
に
通
過
す
る
部
分
に
、
電
線
等
の

架
設
物
が
な
い
こ
と
。



四

標
的
の
後
方
で
あ
つ
て
、
当
該
ク
ロ

ス
ボ
ウ
射
撃
指
導
員
の
指
導
の
内
容
を

勘
案
し
て
発
射
さ
れ
た
矢
の
到
達
す
る

と
認
め
ら
れ
る
場
所
に
、
当
該
矢
の
衝

突
に
よ
る
衝
撃
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き

る
材
質
の
も
の
で
で
き
て
い
る
バ
ッ
ク

ス
ト
ッ
プ
が
あ
る
こ
と
。

前
項
に
規
定
す
る
場
合

一

別
図
に
示
す
範
囲
の
危
険
区
域
（
矢

以
外
の
場
合
に
お
い
て
ク

の
軌
道
の
全
体
が
堅
固
な
構
造
を
有
す

ロ
ス
ボ
ウ
で
射
撃
を
す
る

る
射
屋
に
よ
つ
て
覆
わ
れ
て
お
り
、
こ

と
き
。

れ
に
よ
り
矢
の
到
達
す
る
区
域
が
縮
減

さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
危
険

区
域
の
う
ち
、
当
該
縮
減
さ
れ
る
区
域

を
除
い
た
区
域
。
次
号
及
び
第
三
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
正
当
な

権
原
に
基
づ
い
て
関
係
者
以
外
の
者
が

立
ち
入
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

二

危
険
区
域
の
周
囲
に
貼
り
紙
等
を
用

い
て
当
該
危
険
区
域
に
立
ち
入
つ
て
は

な
ら
な
い
旨
の
表
示
が
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

三

危
険
区
域
の
う
ち
発
射
さ
れ
た
矢
が

頻
繁
に
通
過
す
る
部
分
に
、
電
線
等
の



架
設
物
が
な
い
こ
と
。

四

標
的
の
後
方
で
あ
つ
て
、
発
射
さ
れ

た
矢
の
通
常
到
達
す
る
場
所
に
、
当
該

矢
の
衝
突
に
よ
る
衝
撃
に
耐
え
る
こ
と

が
で
き
る
材
質
の
も
の
で
で
き
て
い
る

バ
ッ
ク
ス
ト
ッ
プ
が
あ
る
こ
と
。



別
表
第
二
（
第
十
一
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
十
一
条
関
係
）

［
略
］

［
同
上
］

備
考

［
一
～
六

略
］

備
考

［
一
～
六

同
上
］

七

や
む
を
得
な
い
事
情
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
と
は
、
法
第
五
条

七

や
む
を
得
な
い
事
情
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
と
は
、
法
第
五
条

の
二
第
三
項
第
二
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
同
号
の
災
害

の
二
第
三
項
第
二
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
同
号
の
災
害

に
起
因
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
法
第
四
条
第
一
項
第
一

に
起
因
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
法
第
四
条
第
一
項
第
一

号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
の
所
持
の
許
可
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で

号
の
規
定
に
よ
る
猟
銃
の
所
持
の
許
可
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で

き
な
か
つ
た
事
情
及
び
当
該
事
情
が
や
ん
だ
日
か
ら
起
算
し
て
一

き
な
か
つ
た
事
情
及
び
当
該
事
情
が
や
ん
だ
日
か
ら
起
算
し
て
一



月
を
経
過
し
て
い
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
、
法
第
五
条

月
を
経
過
し
て
い
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
、
法
第
五
条

の
二
第
三
項
第
三
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
令
第
十
七
条

の
二
第
三
項
第
三
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
令
第
十
四
条

各
号
に
掲
げ
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
法
第
七
条
の
三
第
二

各
号
に
掲
げ
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
法
第
七
条
の
三
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
更
新
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た

項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
更
新
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た

事
情
及
び
当
該
事
情
が
や
ん
だ
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
し

事
情
及
び
当
該
事
情
が
や
ん
だ
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
し

て
い
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
を
い
う
。

て
い
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
を
い
う
。

八

［
略
］

八

［
同
上
］

九

経
歴
書
は
、
別
表
第
二
の
別
記
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

九

経
歴
書
は
、
別
表
第
一
の
別
記
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

十

射
撃
競
技
参
加
選
手
等
と
は
、
当
該
種
類
の
猟
銃
に
係
る
令
第

十

射
撃
競
技
参
加
選
手
等
と
は
、
当
該
種
類
の
猟
銃
に
係
る
令
第

十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
射
撃
競
技
に
参
加
す
る
選
手
又
は
そ

十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
射
撃
競
技
に
参
加
す
る
選
手
又
は
そ

の
候
補
者
と
し
て
適
当
で
あ
る
と
し
て
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る

の
候
補
者
と
し
て
適
当
で
あ
る
と
し
て
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る

者
か
ら
推
薦
さ
れ
た
者
を
い
う
。

者
か
ら
推
薦
さ
れ
た
者
を
い
う
。

十
一

法
第
九
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
ク
ロ
ス
ボ
ウ
射
撃

十
一

法
第
九
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
ク
ロ
ス
ボ
ウ
射
撃

資
格
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
う
ち
、
受
け
よ
う
と
す
る

資
格
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
う
ち
、
受
け
よ
う
と
す
る

認
定
の
数
が
二
以
上
で
あ
る
者
は
、
別
表
第
二
に
規
定
す
る
申
請

認
定
の
数
が
二
以
上
で
あ
る
者
は
、
別
表
第
一
に
規
定
す
る
申
請

人
の
写
真
の
枚
数
に
か
か
わ
ら
ず
、
受
け
よ
う
と
す
る
認
定
の
数

人
の
写
真
の
枚
数
に
か
か
わ
ら
ず
、
受
け
よ
う
と
す
る
認
定
の
数

に
一
を
加
え
た
枚
数
の
申
請
人
の
写
真
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る

に
一
を
加
え
た
枚
数
の
申
請
人
の
写
真
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る

。

。

［
十
二
～
十
四

略
］

［
十
二
～
十
四

同
上
］





［
表
を
削
る
。
］

別
表
第
二
（
第
八
十
二
条
の
四
関
係
）

区

分

措

置

ク
ロ
ス
ボ
ウ
射
撃
指
導

一

別
図
に
示
す
範
囲
の
危
険
区
域
（
当

員
の
指
導
の
下
に
ク
ロ
ス

該
危
険
区
域
内
に
、
都
道
府
県
公
安
委

ボ
ウ
で
射
撃
を
す
る
場
合

員
会
が
当
該
ク
ロ
ス
ボ
ウ
射
撃
指
導
員

（
ク
ロ
ス
ボ
ウ
射
撃
指
導

の
指
導
の
内
容
を
勘
案
し
て
発
射
さ
れ

員
が
い
な
い
場
合
で
あ
つ

た
矢
に
よ
る
危
害
を
防
止
す
る
上
で
有

て
、
当
該
ク
ロ
ス
ボ
ウ
射

効
で
あ
る
と
認
め
る
措
置
が
執
ら
れ
て

撃
指
導
員
の
指
導
を
受
け

お
り
、
こ
れ
に
よ
り
矢
の
到
達
す
る
区

た
者
が
、
当
該
指
導
の
内

域
が
縮
減
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

容
に
従
つ
て
、
当
該
指
導

当
該
危
険
区
域
の
う
ち
、
当
該
縮
減
さ

を
受
け
た
場
所
と
同
一
の

れ
る
区
域
を
除
い
た
区
域
。
次
号
及
び

場
所
で
、
当
該
ク
ロ
ス
ボ

第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い

ウ
射
撃
指
導
員
の
承
諾
を

て
、
正
当
な
権
原
に
基
づ
い
て
関
係
者

得
て
射
撃
を
す
る
と
き
を

以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
が
禁
止
さ

含
む
。
）
又
は
ク
ロ
ス
ボ

れ
て
い
る
こ
と
。

ウ
射
撃
指
導
員
が
自
ら
ク

二

危
険
区
域
の
周
囲
に
貼
り
紙
等
を
用

ロ
ス
ボ
ウ
で
射
撃
を
す
る

い
て
当
該
危
険
区
域
に
立
ち
入
つ
て
は

場
合

な
ら
な
い
旨
の
表
示
が
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

三

危
険
区
域
の
う
ち
発
射
さ
れ
た
矢
が

頻
繁
に
通
過
す
る
部
分
に
、
電
線
等
の



架
設
物
が
な
い
こ
と
。

四

標
的
の
後
方
で
あ
つ
て
、
当
該
ク
ロ

ス
ボ
ウ
射
撃
指
導
員
の
指
導
の
内
容
を

勘
案
し
て
発
射
さ
れ
た
矢
の
到
達
す
る

と
認
め
ら
れ
る
場
所
に
、
当
該
矢
の
衝

突
に
よ
る
衝
撃
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き

る
材
質
の
も
の
で
で
き
て
い
る
バ
ッ
ク

ス
ト
ッ
プ
が
あ
る
こ
と
。

前
項
に
規
定
す
る
場
合

一

別
図
に
示
す
範
囲
の
危
険
区
域
（
矢

以
外
の
場
合
に
お
い
て
ク

の
軌
道
の
全
体
が
堅
固
な
構
造
を
有
す

ロ
ス
ボ
ウ
で
射
撃
を
す
る

る
射
屋
に
よ
つ
て
覆
わ
れ
て
お
り
、
こ

と
き
。

れ
に
よ
り
矢
の
到
達
す
る
区
域
が
縮
減

さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
危
険

区
域
の
う
ち
、
当
該
縮
減
さ
れ
る
区
域

を
除
い
た
区
域
。
次
号
及
び
第
三
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
正
当
な

権
原
に
基
づ
い
て
関
係
者
以
外
の
者
が

立
ち
入
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

二

危
険
区
域
の
周
囲
に
貼
り
紙
等
を
用

い
て
当
該
危
険
区
域
に
立
ち
入
つ
て
は

な
ら
な
い
旨
の
表
示
が
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

三

危
険
区
域
の
う
ち
発
射
さ
れ
た
矢
が



頻
繁
に
通
過
す
る
部
分
に
、
電
線
等
の

架
設
物
が
な
い
こ
と
。

四

標
的
の
後
方
で
あ
つ
て
、
発
射
さ
れ

た
矢
の
通
常
到
達
す
る
場
所
に
、
当
該

矢
の
衝
突
に
よ
る
衝
撃
に
耐
え
る
こ
と

が
で
き
る
材
質
の
も
の
で
で
き
て
い
る

バ
ッ
ク
ス
ト
ッ
プ
が
あ
る
こ
と
。









備
考

表
中
［

］
の
記
載
及
び
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
府
令
は
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

（
令
和
六
年
七
月
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。


